
公布された規則のあらまし 

 

◇静岡県行政組織規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由 

  平成25年度の組織改正等に伴い、必要な改正を行いました。 

２ 内容 

(1) 経済産業部農林業局みかん園芸課に、浜名湖花博10周年記念事業推進室を附置することとしました。 

（第４条、第10条、第12条関係） 

(2) 交通基盤部森林局全国育樹祭推進課を廃止することとしました。（第10条、第12条関係） 

(3) 健康福祉部関係出先機関のうち、こども家庭相談センターを廃止するほか、必要な改正を行いまし 

た。（第12条、第20条、第22条、第71条、第77条関係） 

(4) その他必要な改正を行いました。 

３ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県財務規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 (1) 平成25年度の組織改正に伴い、必要な改正を行いました。（第２条、第27条、別表第４～別表第６関

係） 

 (2) その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日  

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県表彰条例取扱規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由 

  静岡県表彰条例に基づく表彰について、表彰の候補者の充実を図ることとしたことに伴い、必要な改正

を行いました。 

２ 内容 

 (1) 表彰に係る具申をする者等に関する規定を見直しました。（第２条関係） 

 (2) その他必要な改正を行いました。 

３ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県県営住宅管理条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由 

  静岡県県営住宅管理条例の改正等に伴い、必要な改正を行いました。 



２ 内容 

 (1) 題名を「静岡県県営住宅条例施行規則」に改めました。（題名関係） 

(2) 県営住宅及び共同施設の整備基準を定めました。（第２条の２、別表第２関係） 

(3) 県営住宅の入居者資格のうち、入居者等の障害の程度に関する条件及び入居者の事情等に応じた収入

に関する条件を定めました。（第２条の４、第２条の５関係） 

(4) 焼津市小土及び同市柳新屋に県営住宅を新設することに伴い、その名称及び位置を定めました。（別 

表第１関係） 

(5) その他必要な改正を行いました。 

３ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県環境影響評価条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  工場等から排出されるガスに含まれる大気汚染物質を除去するための技術の進歩等により、静岡県環境

影響評価条例の対象となる事業の要件を緩和することとしたことに伴い、工場等の変更の事業に関する要

件を改めました。（別表第１関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇知事の権限の一部を健康福祉センター所長等に委任する規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 (1) 障害児福祉手当等に関する業務を集約して実施することに伴い、健康福祉センター所長に委任してい

た事務の一部について、委任を解除することとしました。（第２条関係） 

 (2) 組織改正に伴い、こども家庭相談センター所長に委任していた事務を中部健康福祉センター所長に委

任することとしました。（第３条関係） 

 (3) その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇社会福祉法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 社会福祉法人の設立の認可に係る申請書等の経由を見直したことに伴い、必要な改正を行いました。

（第２条関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 



◇静岡県介護福祉士修学資金貸与規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由 

  国の介護福祉士等修学資金貸付制度実施要綱の改正等に伴い、必要な改正を行いました。 

２ 内容 

 (1) 東日本大震災における被災県の区域内に所在する施設、事業所等において、介護等の業務に従事した

場合は、返還債務を免除することとしました。（第10条関係） 

 (2) 転勤等により、修学資金の貸付けを受けた者の意思によらず県外において介護等の業務に従事した期

間を、県内において当該業務に従事した期間とみなすことができることとしました。（第10条関係） 

 (３) その他必要な改正を行いました。 

３ 施行期日 

  この規則は、一部の規定を除いて、公布の日から施行することとしました。 

 

◇母子保健法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

母子保健法の改正により、養育医療の給付の事務等が市町の事務とされたことに伴い、必要な改正を行

いました。（第２条、第６条、様式第１号～様式第６号関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇知事の権限の一部を保健所長に委任する規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 (1) 温泉法の改正に伴い、必要な改正を行いました。（第１条関係） 

 (2) 薬事法の改正に伴い、必要な改正を行いました。（第１条関係） 

 (3) 母子保健法の改正により、養育医療の給付の事務等が市町の事務とされたことに伴い、必要な改正を

行いました。（第１条関係） 

(4) 自立支援医療費のうち精神通院医療費の支給認定に関する事務、精神保健福祉手帳の交付に関する事

務等を精神保健福祉センター所長が行うこととしたことに伴い、保健所長に委任していた事務の一部に

ついて委任を解除することとしました。（第１条関係） 

(5) その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日 

  この規則は、一部の規定を除いて、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法

律の一部の施行に伴う関係規則の整理に関する規則 

１ 制定の理由及び内容 

  障害者自立支援法の題名が改められたことに伴い、次の規則で引用している法律の名称の改正を行いま



した。 

 （1） 生活保護法施行細則  

 （２） 児童福祉法施行細則 

 （３） 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行細則  

 （４） 静岡県福祉のまちづくり条例施行規則  

 （５） 静岡県立障害者支援施設の設置及び管理に関する条例施行規則 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇障害者自立支援法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 (1) 障害者自立支援法の改正により、同法の題名が改められたこと等に伴い、必要な改正を行いました。

（題名、第１条、様式第１号～様式第３号の４、様式第６号、様式第10号～様式第14号関係） 

 (２) 障害者自立支援法施行規則の改正により、自立支援医療のうち育成医療の支給認定に関する事務が市

町の事務とされたことに伴い、必要な改正を行いました。（第４条、第12条、様式第４号、様式第５

号、様式第８号、様式第９号関係） 

 (３) 自立支援医療のうち精神通院医療の支給認定に関する事務を、精神保健福祉センター所長が行うこと

としたことに伴い、必要な改正を行いました。（第12条関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇知事の権限の一部を精神保健福祉センター所長に委任する規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  自立支援医療費のうち精神通院医療費の支給認定に関する事務、精神保健福祉手帳の交付に関する事務

等を精神保健福祉センター所長が行うこととしたことに伴い、これらの事務を精神保健福祉センター所長

に委任することとしました。 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県心身障害者扶養共済制度条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  静岡県心身障害者扶養共済制度に関する書類の経由を見直すこととしたこと等に伴い、静岡県心身障害

者扶養共済制度加入証書等の様式の改正を行いました。（様式第４号、様式第５号、様式第26号関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 



◇静岡県看護職員修学資金貸与規則及び静岡県看護職員特別修学資金貸与規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

(1) 児童福祉法の改正に伴い、修学資金及び特別修学資金の返還債務の免除対象施設について、必要な改 

正を行いました。（静岡県看護職員修学資金貸与規則第９条、静岡県看護職員特別修学資金貸与規則第

９条関係) 

 (2) その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日 

  この規則は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇と畜場法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

と畜場法施行規則の改正に伴い、と畜検査申請書等の様式を改めました。（様式第７号（その１）、様

式第７号（その２）関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇クリーニング業法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  事務の効率化を図るため、クリーニング所開設検査確認済証の様式の改正を行いました。（様式第８号

関係）  

２ 施行期日 

  この規則は、公布の日から施行することとしました。 

 

◇静岡県工業技術研究所の設置、管理及び使用料に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  静岡県工業技術研究所に新たな機器を導入することとしたこと等に伴い、使用料の額を定めるほか、必

要な改正を行いました。（別表関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県工業技術研究所研修施設等の使用等に関する規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  静岡県工業技術研究所に新たな機械を導入することとしたこと等に伴い、手数料の額を定めるほか、必

要な改正を行いました。（別表関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 



 

◇道路法施行細則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

  知事の許可を受けた場合に限り、道路の占用の許可によって生じた権利義務を譲渡することができるよ

うにしたことに伴い、必要な改正を行いました。（第11条関係、様式第９号の２関係） 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県屋外広告物条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由 

  普通規制地域及び特別規制地域の区域内における広告物又は掲出物件の表示又は設置について、表示又

は設置の適正化を図るため、必要な改正を行いました。 

２ 内容 

 (1) 普通規制地域及び特別規制地域の区域内における広告物又は掲出物件の表示又は設置に係る許可の基

準を見直しました。（別表第２関係） 

 (2) その他必要な改正を行いました。 

３ 施行期日  

  この規則は、一部の規定を除いて、平成25年10月１日から施行することとしました。 

 

◇国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正す

る等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令の施行に伴う関係規則の整理に関する規

則 

１ 制定の理由及び内容 

  国有林野の有する公益的機能の維持増進を図るための国有林野の管理経営に関する法律等の一部を改正

する等の法律の施行に伴う農林水産省関係省令の整備に関する省令による森林法施行規則の改正に伴い、

次に掲げる規則について、引用条項を改めました。 

 (1) 静岡県自然環境保全条例施行規則 

 (2) 森林法施行細則 

 (3) 静岡県希少野生動植物保護条例施行規則 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 

 

◇静岡県手数料徴収条例施行規則の一部を改正する規則 

１ 改正の理由及び内容 

 (1) 免許証再交付手数料及び運転経歴証明書再交付手数料について、被害が特に甚大な非常災害の際にそ

れらを減免することができることとしたことに伴い、必要な改正を行いました。（別表第１、別表第２



関係） 

 (2) その他必要な改正を行いました。 

２ 施行期日 

  この規則は、平成25年４月１日から施行することとしました。 
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